
法律第五十九号（令二・六・一九） 

  ◎金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律 

 金融機能の強化のための特別措置に関する法律（平成十六年法律第百二十八号）の一部

を次のように改正する。 

 第三条中「平成三十四年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。 

 第五条第一項、第九条第二項及び第十二条第二項中「すべて」を「全て」に改める。 

 第十三条第二項中「すべて」を「全て」に改め、同条第四項中「同表」を「同表の」に

改める。 

 第十四条第二項及び第四項中「すべて」を「全て」に改め、同条第七項中「同表」を

「同表の」に改め、同条第九項中「すべて」を「全て」に改め、同条第十一項及び第十二

項中「同表」を「同表の」に改める。 

 第十五条第一項及び第二項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和八年三月三十一

日」に改める。 

 第十七条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同条第四項中「同表」を「同表の」に

改める。 

 第十九条第三項中「すべて」を「全て」に改め、同条第四項及び第五項中「同表」を

「同表の」に改める。 

 第二十二条第二項中「すべて」を「全て」に改める。 

 第二十三条第二項中「すべて」を「全て」に改め、同条第五項中「同表」を「同表の」

に改める。 

 第二十四条第二項及び第四項中「すべて」を「全て」に改め、同条第六項中「同表」を

「同表の」に改め、同条第八項中「すべて」を「全て」に改め、同条第十一項及び第十二

項中「同表」を「同表の」に改める。 

 第二十六条中「平成三十四年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。 

 第二十八条第一項並びに第三十条第二項及び第四項中「すべて」を「全て」に改める。 

 第三十四条第二項中「すべて」を「全て」に改め、同条第七項中「同表」を「同表の」

に改める。 

 第三十四条の二中「平成三十四年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。 

 第三十四条の七第二項中「すべて」を「全て」に改める。 

 附則第八条第三項中「すべて」を「全て」に、「同項の表中欄」を「同項の表第三項の

項中欄」に、「同表」を「同項」に改める。 

 附則第九条第一項中「以下」の下に「この条において」を加え、同条第三項中「すべ

て」を「全て」に改める。 

 附則第十条第五項、第十一条第四項及び第十六条第五項中「すべて」を「全て」に改め

る。 

 附則第二十二条の見出しを「（震災特例協同組織金融機関等に特定支援を行う協同組織



中央金融機関等に係る協同組織金融機能強化方針の特例）」に改め、同条第一項中「次項

において同じ。）であって」を「）であって」に改め、「なったもの」の下に「（次項に

おいて「震災特例協同組織金融機関等」という。）」を加え、同条第二項中「協同組織金

融機関等（」を「震災特例協同組織金融機関等（」に改める。 

 附則第二十六条を附則第三十条とし、附則第二十五条の次に次の四条を加える。 

 （新型コロナウイルス感染症特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特

例） 

第二十六条 銀行持株会社等以外の金融機関等であって、信用を供与している者の財務の

状況が新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス

（令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有

することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。）及びそのまん延防止

のための措置（以下「新型コロナウイルス感染症等」という。）により相当程度悪化し

たことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが

主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった

もの（以下「新型コロナウイルス感染症特例金融機関等」という。）は、機構に対し、

令和八年三月三十一日までに当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等の自己資本

の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合にお

いて、当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等は、主務省令で定めるところによ

り、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するもの

とする。 

 一 経営強化計画の実施期間（五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終

期とするものに限る。） 

 二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染

症特例金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方

策として主務省令で定めるもの 

 三 株式等の引受け等を求める額及びその内容 

 四 収益の見通しその他政令で定める事項 

２ 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を子会社とする銀行持株会社等は、機構に

対し、令和八年三月三十一日までに当該子会社（以下「新型コロナウイルス感染症特例

対象子会社」という。）の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込み

を行うことができる。この場合において、当該新型コロナウイルス感染症特例対象子会

社は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営

強化計画を当該銀行持株会社等と連名で主務大臣に提出するものとする。 

 一 経営強化計画の実施期間（五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終

期とするものに限る。） 

 二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染



症特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方

策として主務省令で定めるもの 

 三 当該銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等

の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその新型コロナウイルス感染症特例対象子

会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期 

 四 当該新型コロナウイルス感染症特例対象子会社における収益の見通しその他政令で

定める事項 

３ 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子

会社に係る銀行持株会社等が前二項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを

第三条第一項又は第二項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第四条

第一項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一

項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第二章（第五条第二項を除

く。）、第五章及び第六章の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）を適用する。こ

の場合において、第三条第一項中「株式等の引受け等（当該金融機関等が銀行等である

場合にあっては、株式の引受けに限る。）」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条

第二項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第五条第一項中「次に

掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第五号まで及び第八号から第十一号までに

掲げる要件に該当し、かつ、第三条第一項に規定する金融機関等又は同条第二項に規定

する子会社が附則第二十六条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関

等又は同条第二項に規定する新型コロナウイルス感染症特例対象子会社」と、同項第三

号中「前条第一項第七号」とあるのは「附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二

号」と、同項第九号中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「株式等

の引受け等が」とあるのは「対象子会社に対して行う株式等の引受け等が」と、同項第

十一号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用するこ

とができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第三項中「が発行する株式の引受け」

とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、第五条の二中「第二百六条の二」とある

のは「第二百六条の二又は第二百四十四条の二」と、「株式の引受け」とあるのは「株

式等の引受け等（株式又は劣後特約付社債（新株予約権が付されているものに限る。）

の引受けに限る。）」と、「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て」と

あるのは「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第二百三

十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「第二百五条第一項」とあるの

は「第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項」と、第七条第一項中「議決権制

限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中

「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」

と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条

第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権



制限株式」と、第九条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、

同条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第五号までに掲げる要

件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第二十六条第一項第二

号又は第二項第二号」と、第十条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受

け等」と、第十二条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、

「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期

間（五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。）及

び附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号」と、同条第二項中「次に掲げる要件

の全て」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一

項第七号」とあるのは「附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号」と、第十三条

第三項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「次に掲げる」とある

のは「主務省令で定める」と、同条第四項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等

の引受け等」と、第十四条第三項中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に

掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間（五年を超えないものであって、事

業年度の終了の日を終期とするものに限る。）、附則第二十六条第一項第二号に掲げる

事項及び収益の見通し」と、同条第四項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三

号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附

則第二十六条第一項第二号」と、同条第七項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の

引受け等」と、同項の表第三項の項中欄中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第

七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間（五年を超えないものであって、事業年度

の終了の日を終期とするものに限る。）、附則第二十六条第一項第二号に掲げる事項及

び収益の見通し」と、同項下欄中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」と

あるのは「経営強化計画の実施期間（五年を超えないものであって、事業年度の終了の

日を終期とするものに限る。）、附則第二十六条第二項第二号に掲げる事項及び収益の

見通し」と、同条第八項及び第九項第一号中「である株式の発行者」とあるのは「又は

取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第三号中「である株式の処分をする」

とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受け

る」と、同条第十項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第十二

項中「承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者

であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継金融機関等又は組

織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株

式の発行者であるもの」と、同項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け

等」と、第十四条の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等（株式又は劣

後特約付社債（新株予約権が付されているものに限る。）の引受けに限る。）」と、

「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債（新株予約権が付されているも

のに限る。）の発行者」と、第三十五条第二項第二号中「金融機関等」とあるのは「金



融機関等又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読

替えは、政令で定める。 

 （新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融

機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例） 

第二十七条 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を

行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等（第十五条第四項

に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この条において同じ。）は、機構に

対し、令和八年三月三十一日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の

自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この

場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等は、主務省令で定めると

ころにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出

するものとする。 

 一 経営強化計画の実施期間（五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終

期とするものに限る。） 

 二 金融組織再編成の内容及び実施時期 

 三 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引

受け等に係る申込みをするときは、次に掲げる事項 

  イ 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該金融機関等（当該金融

機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその子会社等、当該金融機関等又は

当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される金融機関等

（銀行持株会社等を除く。）の自己資本の充実のために株式等の引受け等の申込み

をする場合にあっては当該新たに設立される金融機関等。ニ及び次号において「業

務実施金融機関」という。）が主として業務を行う地域における経済の活性化に資

する方策として主務省令で定めるもの 

  ロ 当該金融機関等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、株式等の引受け

等を求める額及びその内容 

  ハ 組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、当該

組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該

株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等が第十六条第一項第五号

ニに規定する対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び

実施時期 

  ニ 業務実施金融機関における収益の見通し 

 四 当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引

受け等の申込みをしないときは、業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供

与の実施に関する事項 

 五 その他政令で定める事項 



２ 金融機関等が行う金融組織再編成が特定組織再編成（第十五条第一項に規定する特定

組織再編成をいう。次条第三項及び第四項において同じ。）であるときは、当該金融機

関等が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者であ

る金融機関等が連名で行うものとし、金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る

組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをするときは、当該金融機関等が同項の規定

により行う経営強化計画の提出は、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で行うものと

する。 

３ 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融

機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第一項の規定による申込

みをする場合には、当該申込みを第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、第一

項に規定する経営強化計画を第十六条第一項に規定する経営強化計画と、第一項の規定

による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみ

なして、第三章（第十七条第二項を除く。）、第五章及び第六章の規定（これらの規定

に係る罰則を含む。）を適用する。この場合において、第十五条第一項中「株式等の引

受け等（当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、

株式の引受けに限る。）」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「株式の

引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十七条第一項中「次に掲げる要件の全

てに該当する」とあるのは「第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から

第八号までに掲げる要件に該当し、かつ、第十五条第一項又は第二項に規定する組織再

編成金融機関等が附則第二十七条第一項に規定する組織再編成金融機関等に該当する」

と、同項第四号イ中「前条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号

イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等

の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」

と、同項第八号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利

用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第三項中「が発行する株式の

引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、同条第六項中「株式の引受け」

とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第八項中「議決権制限等株式」とあるのは

「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、「子会社等の」」とあるのは「子

会社等の」と、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規

定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法

第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議

決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とある

のは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」」と、第十七条の二中「第二百六

条の二」とあるのは「第二百六条の二又は第二百四十四条の二」と、「株式の引受け」

とあるのは「株式等の引受け等（株式又は劣後特約付社債（新株予約権が付されている

ものに限る。）の引受けに限る。）」と、「同法第百九十九条第一項に規定する募集株



式の割当て」とあるのは「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て若しく

は同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「第二百五条第

一項」とあるのは「第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項」と、第十九条第

二項中「又はニ」とあるのは「又は附則第二十七条第一項第三号ハ」と、同条第三項中

「第一号から第三号まで、第四号イからニまで」とあるのは「第三号、第四号イからハ

まで」と、「又はニ」とあるのは「又は附則第二十七条第一項第三号ハ」と、「第一号

から第九号までに掲げる要件の全て」とあるのは「第三号、第四号イからハまで、ホ及

びヘ並びに第五号から第九号までに掲げる要件」と、同項第四号イ中「第十六条第一項

第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、同号ヘ中「株式の引受

け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該

対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第八号中「により適切

に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報

に基づき適切に」と、同条第五項中「第十七条第二項、第三項」とあるのは「第十七条

第三項」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第七条第一項中

「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同

条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制

限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三

項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定

する議決権制限株式」と読み替えるほか」と、第二十二条第一項中「第十六条第一項第

一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロ」とあるのは「経営強化計画の実施期間

（五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。）及び

附則第二十七条第一項第三号イ」と、同条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるの

は「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第十六条第一項第五号ロ」と

あるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、第二十三条第三項中「次に掲げる」と

あるのは「主務省令で定める」と、同条第五項の表第十九条第三項の項中「第四号イか

らニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とある

のは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは

「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表前

条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号

イ」と、第二十四条第三項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに

掲げる事項（当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、

当該方策を含む。）その他主務省令で定める事項」とあるのは「経営強化計画の実施期

間（五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。）及

び収益の見通しその他主務省令で定める事項（同号に規定する経営強化計画に附則第二

十七条第一項第三号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含

む。）」と、同条第四項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第五号ま



でに掲げる要件」と、同項第三号及び第四号中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは

「附則第二十七条第一項第三号イ」と、同条第六項中「株式の引受け」とあるのは「株

式等の引受け等」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第三項中

「同号」とあるのは、「同項」と読み替えるほか」と、同項の表第三項の項中「第十六

条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項」とあるのは「経営強化計

画の実施期間（五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに

限る。）」と、同条第七項及び第八項第一号中「である株式の発行者」とあるのは「又

は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第三号中「である株式の処分をす

る」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受

ける」と、同条第九項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第十

一項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハま

で」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、

「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができ

る直近の情報に基づき適切に」と、同表第二十二条第一項の項中「第十六条第一項第五

号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、同条第十二項中「承継組織再

編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者である

もの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継組織再編成金融機関等又

は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等であ

る株式の発行者であるもの」と、同項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニま

で」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは

「附則第二十七条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「に

よる資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第二十

二条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三

号イ」と、第二十四条の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等（株式又

は劣後特約付社債（新株予約権が付されているものに限る。）の引受けに限る。）」と、

「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債（新株予約権が付されているも

のに限る。）の発行者」と、第三十五条第二項第四号中「組織再編成金融機関等」とあ

るのは「組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等」とするほか、必要な技

術的読替えは、政令で定める。 

 （新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例） 

第二十八条 協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提

出を求める協同組織金融機関が新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関（信用

を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化した

ことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主

として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった協

同組織金融機関をいう。以下同じ。）である場合には、当該新型コロナウイルス感染症



特例協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項

を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。 

 一 経営強化計画の実施期間（五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終

期とするものに限る。） 

 二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染

症特例協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資

する方策として主務省令で定めるもの 

 三 第二十五条第二項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容 

 四 収益の見通しその他政令で定める事項 

２ 協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求め

る協同組織金融機関が新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関（当

事者の全部又は一部が新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関である金融組織

再編成（協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この条において同じ。）の

当事者である協同組織金融機関をいう。以下同じ。）である場合には、当該新型コロナ

ウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画

に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。 

 一 経営強化計画の実施期間（五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終

期とするものに限る。） 

 二 金融組織再編成の内容及び実施時期 

 三 当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が第二十五条第一

項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項 

  イ 当該申込みに係る対象協同組織金融機関（第二十五条第一項に規定する対象協同

組織金融機関をいう。第四項において同じ。）に係る中小規模の事業者に対する信

用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域にお

ける経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの 

  ロ 当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容 

  ハ 当該対象協同組織金融機関における収益の見通し 

 四 当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が第二十五条第一

項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該新型コロナウイル

ス感染症特例組織再編成協同組織金融機関（経営強化計画に係る金融組織再編成によ

り新たに設立される協同組織金融機関を含む。）が業務を行う地域における信用供与

の実施に関する事項 

 五 その他政令で定める事項 

３ 新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が行う金融組織再編成が

特定組織再編成であるときは、当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織

金融機関が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者



である協同組織金融機関が連名で行わなければならない。 

４ 協同組織中央金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する新型

コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は新型コロナウイルス感染症特例組織再

編成協同組織金融機関に係る対象協同組織金融機関に係る第二十六条の申込みをする場

合には、当該対象協同組織金融機関（当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協

同組織金融機関が同項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定

組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金

融機関を含む。）は、第二十七条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、

主務省令で定めるところにより、機構を通じて、第一項又は第二項の規定により提出し

た経営強化計画（当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計

画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあって

は、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画）を主務大臣に提出す

るとともに、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通

じて、同条第二項に規定する経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。 

５ 新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は新型コロナウイルス感染症特例

組織再編成協同組織金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画の提出をす

る場合には、第一項の規定により提出する経営強化計画を第二十五条第一項の規定によ

り提出する同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画と、第一項の規定に

よる経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強

化計画の提出と、第二項の規定により提出する経営強化計画を同条第一項の規定により

提出する同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画と、第二項の規定によ

る経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化

計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第二十

七条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項に規定する経営強化指導計画と、

前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第一項の規定による

経営強化計画及び同条第二項の規定による経営強化指導計画の提出とそれぞれみなして、

第四章及び第五章の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）を適用する。この場合に

おいて、第二十八条第一項第一号中「適合する」とあるのは「適合し、かつ、附則第二

十八条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に該当する」

と、同号イ中「第五条第一項第一号から第五号まで」とあるのは「経営強化計画に記載

された附則第二十八条第一項第二号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規

模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における

経済の活性化のために適切なものであること並びに第五条第一項第四号及び第五号」と、

同項第二号中「設立された協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合する」

とあるのは「設立された協同組織金融機関であるときは、ハからホまでのいずれにも適

合し、かつ、附則第二十八条第二項に規定する新型コロナウイルス感染症特例組織再編



成協同組織金融機関に該当する」と、同号ニ(1)中「第十七条第一項第四号イからハま

で」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第二十八条第二項第三号イに掲げる方

策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれる

ことその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並

びに第十七条第一項第四号ロ及びハ」と、同条第三項中「決定について」とあるのは

「決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合にお

いて協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、第三

十条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第六号までに掲げる要

件」と、同項第三号及び第四号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第二十八条

第一項第二号」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「第二項第三号イ」と、第

三十三条第一項中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営

強化計画の実施期間（五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とする

ものに限る。）及び附則第二十八条第一項第二号」と、第三十四条第三項中「第四条第

一項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間（五年

を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。）」と、「同

項第七号又は第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十八条第一項第二号又は

第二項第三号イ」と、「第四条第一項第七号」とあるのは「同条第一項第二号」と、

「含む。）」とあるのは「含む。）及び収益の見通し」と、同条第七項の表前条第一項

の項中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第二十八条第一項第二号」とするほか、

必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 （新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等に特定支援を行う協同組織中央金

融機関等に係る協同組織金融機能強化方針の特例） 

第二十九条 協同組織中央金融機関等が、協同組織金融機関等（第三十四条の二に規定す

る協同組織金融機関等をいう。）であって信用を供与している者の財務の状況が新型コ

ロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症

等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円

滑な信用供与を実施するために必要となったもの（次項において「新型コロナウイルス

感染症特例協同組織金融機関等」という。）に特定支援（第三十四条の三第三項に規定

する特定支援をいう。次項において同じ。）を行うために第三十四条の二の申込みをす

る場合には、当該協同組織中央金融機関等は、第三十四条の三第一項に規定する協同組

織金融機能強化方針に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲

げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針を主

務大臣に提出することができる。 

 一 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に

資する方策に関する事項として主務省令で定めるもの 

 二 前号に規定する方策を実施するために当該協同組織中央金融機関等が特別関係協同



組織金融機関等に対して行う経営指導の方針 

 三 第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項とし

て主務省令で定めるもの 

 四 取得優先出資（第三十四条の三第三項に規定する取得優先出資をいう。次項におい

て同じ。）の払込金又は取得貸付債権（同条第三項に規定する取得貸付債権をいう。

次項において同じ。）の借入金に係る勘定を他の勘定と区分して経理する旨 

 五 収益の見通しその他政令で定める事項 

２ 前項第二号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行が第三十四条の四第一

項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中

央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償

還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し特定支援に係

る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が前項第四号に規定する取得優先出

資の払込金又は取得貸付債権の借入金に係る勘定において、当該申込みに係る特定支援

を行った新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等（第三十四条の二第二号か

ら第五号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした

場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事

業の再編及び強化に関する法律第三十三条の規定により同条の指定支援法人に対し当該

申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特

定支援を行った者を含む。）をいう。 

３ 協同組織中央金融機関等が第一項の規定により協同組織金融機能強化方針の提出をす

る場合には、当該協同組織金融機能強化方針を第三十四条の三第一項に規定する協同組

織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出

とそれぞれみなして、第四章の二から第六章までの規定（これらの規定に係る罰則を含

む。）を適用する。この場合において、第三十四条の四第二項中「前条第三項」とある

のは「附則第二十九条第二項」と、「同条第一項第三号」とあるのは「同条第一項第二

号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。 

 （協定銀行が株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等の対象子会社に

係る経営強化計画についての経過措置） 

第二条 この法律の施行の日（以下「施行日」という。）において現に金融機関等（金融

機能の強化のための特別措置に関する法律（以下「金融機能強化法」という。）第二条

第一項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。）のうち発行金融機関等（金融機能強

化法第十三条第一項に規定する発行金融機関等をいう。）、対象金融機関等（金融機能



強化法第十四条第一項に規定する対象金融機関等をいう。）又は対象子会社等（この法

律による改正前の金融機能強化法（以下「旧法」という。）第十四条第七項に規定する

対象子会社等をいう。）であるもの（以下「資本参加金融機関等」という。）がこの法

律による改正後の金融機能強化法（以下「新法」という。）附則第二十六条第一項に規

定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等（協定銀行（旧法第五条第一項第十号

に規定する協定銀行をいう。以下同じ。）が株式等の引受け等（金融機能強化法第二条

第三項に規定する株式等の引受け等をいう。次条第一項において同じ。）を行わなかっ

たと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症

等（新法附則第二十六条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症等をいう。以下同

じ。）により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により

自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を

実施するために必要となる資本参加金融機関等を含む。）又は同条第二項に規定する新

型コロナウイルス感染症特例対象子会社（協定銀行が株式の引受けを行わなかったと仮

定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等によ

り相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の

充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するた

めに必要となる資本参加金融機関等を含む。）である場合には、当該資本参加金融機関

等は、金融機能強化法第九条第一項（新法第十三条第四項（新法第十四条第十二項にお

いて準用する場合を含む。）又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する

場合を含む。）の規定により提出する経営強化計画に代えて、第九条第一項計画（新法

附則第二十六条第一項又は第二項に規定する経営強化計画をいう。）を、金融機能強化

法第十二条第一項（新法第十三条第四項（新法第十四条第十二項において準用する場合

を含む。）又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。）の

規定により提出する経営強化計画に代えて、第十二条第一項計画（新法附則第二十六条

第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第十二条第一項の規定により提出する経

営強化計画をいう。）を、金融機能強化法第十三条第三項（新法第十四条第十二項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により提出する経営強化計画に代えて、第十三条第

三項計画（新法附則第二十六条第一項又は第二項に規定する経営強化計画の記載事項

（以下この項において「基本記載事項」という。）及び同条第三項の規定による読替え

後の金融機能強化法第十三条第三項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事

項を記載した経営強化計画をいう。）を、金融機能強化法第十四条第三項（新法第十四

条第七項において準用する場合を含む。）に規定する経営強化計画に代えて、第十四条

第三項計画（新法附則第二十六条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第十四

条第三項に規定する経営強化計画をいう。）を、金融機能強化法第十四条第十項の規定

により提出する経営強化計画に代えて、第十四条第十項計画（基本記載事項及び新法附

則第二十六条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第十四条第十項各号列記以



外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。）を、それ

ぞれ、主務省令で定めるところにより、預金保険機構（以下「機構」という。）を通じ

て、主務大臣に提出することができる。 

２ 前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする資本参加金融機関等は、あらか

じめ、同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイル

ス感染症特例対象子会社に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければなら

ない。 

３ 資本参加金融機関等が第一項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項

の規定による経営強化計画の提出を新法附則第二十六条第一項又は第二項の規定による

申込みとみなして、同条第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該申

込みを第三条第一項又は第二項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を

第四条第一項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同

条第一項」とあるのは、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正

する法律（令和二年法律第五十九号。以下「強化法改正法」という。）附則第二条第一

項の規定により提出する同項に規定する第九条第一項計画（以下この項において「第九

条第一項計画」という。）を第九条第一項（第十三条第四項（第十四条第十二項におい

て準用する場合を含む。）又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場

合を含む。以下この項において同じ。）に規定する変更後の経営強化計画と、第九条第

一項計画の提出を第九条第一項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法改

正法附則第二条第一項の規定により提出する同項に規定する第十二条第一項計画（以下

この項において「第十二条第一項計画」という。）を第十二条第一項（第十三条第四項

（第十四条第十二項において準用する場合を含む。）又は第十四条第十一項若しくは第

十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により提出す

る経営強化計画と、第十二条第一項計画の提出を第十二条第一項の規定による経営強化

計画の提出と、強化法改正法附則第二条第一項の規定により提出する同項に規定する第

十三条第三項計画（以下この項において「第十三条第三項計画」という。）を第十三条

第三項（第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）

の規定により提出する経営強化計画と、第十三条第三項計画の提出を第十三条第三項の

規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第二条第一項の規定により提出す

る同項に規定する第十四条第三項計画（以下この項において「第十四条第三項計画」と

いう。）を第十四条第三項（同条第七項において準用する場合を含む。以下この項にお

いて同じ。）に規定する経営強化計画と、第十四条第三項計画の提出を同条第三項の規

定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第二条第一項の規定により提出する

同項に規定する第十四条第十項計画（以下この項において「第十四条第十項計画」とい

う。）を第十四条第十項の規定により提出する経営強化計画と、第十四条第十項計画の

提出を同項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 



 （協定銀行が株式等の引受け等を行った金融組織再編成の当事者である金融機関等に係

る経営強化計画等についての経過措置） 

第三条 施行日において現に計画提出金融機関等（金融機能強化法第十九条第一項に規定

する計画提出金融機関等をいう。）、発行組織再編成金融機関等（金融機能強化法第二

十三条第一項に規定する発行組織再編成金融機関等をいう。）、対象組織再編成金融機

関等（金融機能強化法第二十四条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等をい

う。）又は対象組織再編成子会社等（旧法第二十四条第六項に規定する対象組織再編成

子会社等をいう。）である金融機関等（以下「資本参加組織再編成金融機関等」とい

う。）が当事者の全部又は一部が新法附則第二十六条第一項に規定する新型コロナウイ

ルス感染症特例金融機関等（協定銀行が株式等の引受け等を行わなかったと仮定した場

合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程

度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図

ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要

となる資本参加組織再編成金融機関等を含む。）に該当することとなった金融組織再編

成（金融機能強化法第二条第六項に規定する金融組織再編成をいう。以下同じ。）の当

事者である金融機関等である場合には、当該資本参加組織再編成金融機関等は、金融機

能強化法第十九条第一項（新法第二十三条第五項（新法第二十四条第十二項において準

用する場合を含む。）又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合

を含む。）の規定により提出する経営強化計画に代えて、第十九条第一項計画（新法附

則第二十七条第一項に規定する経営強化計画をいう。）を、金融機能強化法第二十二条

第一項（新法第二十三条第五項（新法第二十四条第十二項において準用する場合を含

む。）又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。）の規

定により提出する経営強化計画に代えて、第二十二条第一項計画（新法附則第二十七条

第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第二十二条第一項の規定により提出する

経営強化計画をいう。）を、金融機能強化法第二十三条第三項（新法第二十四条第十二

項において準用する場合を含む。）の規定により提出する経営強化計画に代えて、第二

十三条第三項計画（新法附則第二十七条第一項に規定する経営強化計画の記載事項（以

下この項において「基本記載事項」という。）及び同条第三項の規定による読替え後の

金融機能強化法第二十三条第三項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項

を記載した経営強化計画をいう。）を、金融機能強化法第二十四条第三項（新法第二十

四条第六項において準用する場合を含む。）に規定する経営強化計画に代えて、第二十

四条第三項計画（新法附則第二十七条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第

二十四条第三項に規定する経営強化計画をいう。）を、金融機能強化法第二十四条第九

項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第二十四条第九項計画（基本記載事項

及び新法附則第二十七条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第二十四条第九

項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をい



う。）を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、主務大臣に提出

することができる。 

２ 前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする資本参加組織再編成金融機関等

は、あらかじめ、当事者の全部又は一部が同項に規定する新型コロナウイルス感染症特

例金融機関等に該当することとなった金融組織再編成の当事者である金融機関等に該当

することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。 

３ 資本参加組織再編成金融機関等が第一項の規定により経営強化計画の提出をする場合

には、同項の規定による経営強化計画の提出を新法附則第二十七条第一項の規定による

申込みとみなして、同条第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該申

込みを第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、第一項に規定する経営強化計画

を第十六条第一項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出

を同条第一項」とあるのは、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を

改正する法律（令和二年法律第五十九号。以下「強化法改正法」という。）附則第三条

第一項の規定により提出する同項に規定する第十九条第一項計画（以下この項において

「第十九条第一項計画」という。）を第十九条第一項（第二十三条第五項（第二十四条

第十二項において準用する場合を含む。）又は第二十四条第十一項若しくは第十二項に

おいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。）に規定する変更後の経営強化

計画と、第十九条第一項計画の提出を第十九条第一項の規定による変更後の経営強化計

画の提出と、強化法改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第二

十二条第一項計画（以下この項において「第二十二条第一項計画」という。）を第二十

二条第一項（第二十三条第五項（第二十四条第十二項において準用する場合を含む。）

又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この項に

おいて同じ。）の規定により提出する経営強化計画と、第二十二条第一項計画の提出を

第二十二条第一項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第三条第一項

の規定により提出する同項に規定する第二十三条第三項計画（以下この項において「第

二十三条第三項計画」という。）を第二十三条第三項（第二十四条第十二項において準

用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により提出する経営強化計画と、

第二十三条第三項計画の提出を第二十三条第三項の規定による経営強化計画の提出と、

強化法改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第二十四条第三項

計画（以下この項において「第二十四条第三項計画」という。）を第二十四条第三項

（同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により

提出する経営強化計画と、第二十四条第三項計画の提出を同条第三項の規定による経営

強化計画の提出と、強化法改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定す

る第二十四条第九項計画（以下この項において「第二十四条第九項計画」という。）を

第二十四条第九項の規定により提出する経営強化計画と、第二十四条第九項計画の提出

を同項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 



 （協定銀行が買取りを行った信託受益権等に係る協同組織金融機関に係る経営強化計画

等についての経過措置） 

第四条 施行日において現に協同組織金融機関（金融機能強化法第二条第八項に規定する

協同組織金融機関をいう。以下同じ。）のうち計画提出協同組織金融機関（金融機能強

化法第三十条第一項に規定する計画提出協同組織金融機関をいう。）又は対象協同組織

金融機関等（金融機能強化法第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等をい

う。）であるもの（以下「資本参加協同組織金融機関等」という。）が新法附則第二十

八条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関（協定銀行が資

本参加協同組織金融機関等に係る信託受益権等（金融機能強化法第二十五条第一項に規

定する信託受益権等をいう。）を保有していなかったと仮定した場合に、信用を供与し

ている者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその

他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業

務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加協同

組織金融機関等を含む。以下この項において同じ。）又は当事者の全部若しくは一部が

新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に該当することとなった金融組織再編

成の当事者である協同組織金融機関である場合には、当該資本参加協同組織金融機関等

は、金融機能強化法第三十条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第三

十条第一項計画（新法附則第二十八条第一項又は第二項に規定する経営強化計画をい

う。）を、金融機能強化法第三十三条第一項（新法第三十四条第七項において準用する

場合を含む。）の規定により提出する経営強化計画に代えて、第三十三条第一項計画

（新法附則第二十八条第五項の規定による読替え後の金融機能強化法第三十三条第一項

の規定により提出する経営強化計画をいう。）を、金融機能強化法第三十四条第三項の

規定により提出する経営強化計画に代えて、第三十四条第三項計画（新法附則第二十八

条第五項の規定による読替え後の金融機能強化法第三十四条第三項に規定する経営強化

計画をいう。）を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、主務大

臣に提出することができる。 

２ 前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする資本参加協同組織金融機関等は、

あらかじめ、同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は当事

者の全部若しくは一部が同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機

関に該当することとなった金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関に該当する

ことについて、主務大臣の承認を受けなければならない。 

３ 資本参加協同組織金融機関等が第一項の規定により経営強化計画の提出をする場合に

は、同項に規定する経営強化計画を新法附則第二十八条第一項又は第二項に規定する経

営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項又は第二項の規定

による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、同条第五項の規定を適用する。この場

合において、同項中「第一項の規定により提出する経営強化計画を第二十五条第一項の



規定により提出する同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画と、第一項

の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載し

た経営強化計画の提出と、第二項の規定により提出する経営強化計画を同条第一項の規

定により提出する同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画と、第二項の

規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した

経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画

を第二十七条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項に規定する経営強化指導

計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第一項の規

定による経営強化計画及び同条第二項の規定による経営強化指導計画」とあるのは、

「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律（令和二年法律

第五十九号。以下「強化法改正法」という。）附則第四条第一項の規定により提出する

同項に規定する第三十条第一項計画（以下この項において「第三十条第一項計画」とい

う。）を第三十条第一項に規定する変更後の経営強化計画と、第三十条第一項計画の提

出を同項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第四条第一項

の規定により提出する同項に規定する第三十三条第一項計画（以下この項において「第

三十三条第一項計画」という。）を第三十三条第一項（第三十四条第七項において準用

する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により提出する経営強化計画と、

第三十三条第一項計画の提出を第三十三条第一項の規定による経営強化計画の提出と、

強化法改正法附則第四条第一項の規定により提出する同項に規定する第三十四条第三項

計画（以下この項において「第三十四条第三項計画」という。）を第三十四条第三項の

規定により提出する経営強化計画と、第三十四条第三項計画の提出を同項の規定による

経営強化計画」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 （協定銀行が優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る協同組織金融

機能強化方針についての経過措置） 

第五条 施行日において現に特別関係協同組織金融機関等（金融機能強化法第三十四条の

三第三項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいう。以下同じ。）が新法附則第二

十九条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等（協定銀行

が特別関係協同組織金融機関等に対して特定支援（金融機能強化法第三十四条の三第三

項に規定する特定支援をいう。以下同じ。）を行う協同組織中央金融機関等（旧法第三

十四条の二に規定する協同組織中央金融機関等をいう。以下同じ。）に係る優先出資の

引受け等（旧法第三十四条の二に規定する優先出資の引受け等をいう。）を行わなかっ

たと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症

等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己

資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施

するために必要となる特別関係協同組織金融機関等を含む。）である場合には、当該特

別関係協同組織金融機関等に対して特定支援を行う協同組織中央金融機関等は、金融機



能強化法第三十四条の七第一項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針に代え

て、第三十四条の七第一項方針（新法附則第二十九条第一項に規定する協同組織金融機

能強化方針をいう。以下同じ。）を、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、

主務大臣に提出することができる。 

２ 前項の規定により第三十四条の七第一項方針の提出をしようとする協同組織中央金融

機関等は、あらかじめ、当該協同組織中央金融機関等が特定支援を行った特別関係協同

組織金融機関等が同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等に

該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。 

３ 協同組織中央金融機関等が第一項の規定により第三十四条の七第一項方針の提出をす

る場合には、同項の規定による第三十四条の七第一項方針の提出を新法附則第二十九条

第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とみなして、同条第三項の規定を

適用する。この場合において、同項中「当該協同組織金融機能強化方針を第三十四条の

三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による協同組

織金融機能強化方針」とあるのは、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の

一部を改正する法律（令和二年法律第五十九号）附則第五条第一項の規定により提出す

る同項に規定する第三十四条の七第一項方針（以下この項において「第三十四条の七第

一項方針」という。）を第三十四条の七第一項に規定する変更後の協同組織金融機能強

化方針と、第三十四条の七第一項方針の提出を同項の規定による変更後の協同組織金融

機能強化方針」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 （租税特別措置法の一部改正） 

第六条 租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）の一部を次のように改正する。 

  第八十条の二中「附則第八条第三項」の下に「又は第二十六条第三項」を、「附則第

九条第三項」の下に「又は第二十七条第三項」を加える。 

 （租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置） 

第七条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第八十条の二の規定は、同条各号に掲

げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が附則第二条第三項の規定によ

り新法附則第二十六条第三項の規定が適用される経営強化計画又は附則第三条第三項の

規定により新法附則第二十七条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る金融機能

強化法第九条第一項又は第十九条第一項の規定による主務大臣の承認に係るものである

ときについて準用する。 

 （政令への委任） 

第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で

定める。 

（内閣総理・財務・厚生労働・農林水産大臣署名） 


